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食の安全・安心確保に関する情報を共有し相
互理解を深め、施策について意見を表明す
る

＜構成＞
消費者、生産・製造者、流通・販売者の
代表及び学識経験者等

食育の推進に関する施策の総合的かつ計画
的な実施を図る

＜構成＞
家庭・消費、学校･保育所、地域・食文化、
市町村・県、生産・流通、調査･研究・情報
等各分野の関係者

食品安全推進県民会議
（条例に基づきH17.10.1設置）

食育推進会議
（大分県食育推進条例に基づきH28.4.1設置）

施策の提言 施策の提言
施策の提示
情報の公開

施策の提示
情報の公開

大分県食の安全確保推進体制

（大分県食の安全確保・食育推進本部設置規程に基づきH28.4.1設置）

食の安全確保・食育推進本部会議

食の安全・安心の確保のため及び食育の推進のための総合的な施策を推進する

＜構成＞本部長 ：副知事
副本部長 ：生活環境部長・農林水産部長
本部員 ：企画振興部長・福祉保健部長・商工観光労働部長・教育長・警察本部生活安全部長
事務局 ：生活環境部

食の安全確保・食育推進本部

食の安全確保推進幹事会

食の安全・安心に関する事項及び関係部局
における具体的対策を検討するとともに、関
係部局相互の協力体制の整備を図る

＜構成＞幹事長：生活環境部審議監
幹事：２３の関係各課室長

食育推進幹事会

食育の推進に関する基本的事項及び関係
部局における具体的対策を検討するとともに、
関係部局相互の協力体制の整備を図る

＜構成＞幹事長：生活環境部審議監
幹事：１９の関係各課室長

連携
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大分県食品安全推進県民会議 
 
 
１ 大分県食品安全推進県民会議とは、 

平成１５年９月２２日に消費者、生産・製造者、流通・販売者が一体となって

食品の安全確保を図るため、食品関係者が一堂に会する「県民会議」が設置され

た。 
その後、県民会議は「大分県食の安全・安心推進条例（平成１７年４月１日施

行）」で規定され、知事の附属機関となった。 
 
２ 県民会議の内容 

（１）情報の共有と相互理解 
食の安全性等に関する情報を共有するとともに、消費者、生産者等が各

々の立場を相互理解し、正しい認識の醸成を図る機会とする。 
（２）意見の表明 

① 情報の共有と相互理解及び主体的な取組によって得られた協議結果を

推進本部に意見として表明する。 
② 県が広く意見を求めるために公表または提示した食の安全・安心確保

に関する施策及び結果について協議し、意見を集約して推進本部に表明

する。 
 
３ 県民会議の委員 

・消費者代表・・・２名 

・生産・製造者代表・・・３名        

・流通・販売者代表・・・３名 

・学識経験者・・・３名        計１１名  

 
４ 県民会議委員の任期 

委員の任期は、２年間 
第１１期は、令和５年１０月１日～令和７年９月３０日 

 
５ 県民会議の開催 

年２回   
現地視察 
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ヒスタミ ン制御を目的としたHACCPに沿った衛生管理の効果的な監視指導方法の検討 

○大分県南部保健所           松井 裕大、 池田 珠央＊1、 板清 彩、 岡本 英子 

奈須 直子、 大塚 政秀、 前原 誠一郎＊2

大分県衛生環境研究センター微生物担当  溝腰 朗人 
＊1現 大分県立病院薬剤部 
＊2現 大分県食肉衛生検査所 

１  はじめに 

 令和3年6月1日に完全施行された改正食品衛生法により、これまで食品営業許可対象外であった魚

の干物等を製造する事業所も許可対象施設となった。管内には30を超える対象施設があり、今後HACCP

に沿った衛生管理を行う必要があるが、 現在、 独自の衛生管理を行っている事業者が多い。  

そこで、 HACCPに沿った衛生管理を指導するため、 製造工程を聞き取り、 特に重要な危害要因である

ヒスタミ ンについて調査を行った。その結果を基に干物製造施設が取り組むHACCP衛生管理についての

効果的な監視指導方法を検討したので報告する。  

２  管内の該当施設の現状 

管内の干物製造施設の主な製造工程は図1のとおりである。また、製造工程等の詳細は表1のとおり

である。  

３  調査 

ヒスタミ ンは、食品中に含まれるヒスチジンにヒスタミ ン産生菌の酵素が作用し、ヒスタミ ンに変換

されることにより生成する。干物製造工程においてヒスタミ ン生成を制御する要因を探索するため、以

下の調査を行った。  

（ ア） 一般的なヒスタミ ン制御要因について(調査1、 2) 

[仮説］  

 ヒスタミ ン産生菌は海や腸内に存在し、活性化しやすい条件になると、ヒスタミ ンを大量に産生させ

ることが知られている。そこで、「 不適切な温度管理での加工及び、未殺菌海水を用いた工程によってヒ

スタミ ンが生成される」 という仮説を立てた。  

[方法(調査1)] 

調査1は図2のとおり行った。保冷性がある容器に新鮮なマアジの頭と内臓を取り除いて開きにした

℃ ℃ものを入れ、20 と 32 の環境下で5％食塩水に一定時間漬け込んだ。魚を冷やすための氷の代わりに

保冷剤を使用した。  

一定時間塩漬後、5％食塩水の水温（ 以下、「 水温」 という。）、開いたマアジの表面温度（ 以下、「 表面

温度」 という。）、 製造工程中のマアジのヒスタミン濃度を測定した。  

測定方法は2尾を１検体としてキッコーマンバイオケミ ファ(株)社製のチェックカラーヒスタミ ンを

使用して測定した。  

図１ 製造工程

表１ 製造工程等の詳細
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(測定機器： 吸光光度計RGB(型式DPM2-ABS)(株式会社共立理化学研究所)) 

[結果(調査1)] 

結果を表2に示す。塩漬け工程において、空調で管理されていない真夏の室内に長時間放置したとい

う状況を作り、 ヒスタミ ンが生成されるリスクについて調査したが、 明確にできなかった。  

℃ ℃4 時間後までは水温の上昇はわずかであったが、 32 で 20 時間漬け込んだ後では20 以上に水温が

上昇した。 表面温度も漬け込み時間の経過と共に上昇していた。 なお、 保冷剤は 20 時間後では完全に

溶けていた。  

[方法(調査2)] 

℃調査2 は図3 のとおり行った。 －18 以下で冷凍した新鮮なマアジを、 管内の魚介類競り売り業の

① )施設から入手した未殺菌の汲み上げ海水(以下、「 海水」 という。） を使用して解凍(検体 、または水道

② )水を使用して解凍(検体 した後に製造した干物のヒスタミ ン濃度を測定した。  

[結果(調査2)] 

 結果を表3に示す。 魚の解凍工程において海水を用いた場合

のヒスタミ ン生成リスクについて調査したが、明確にすることが

できなかった。  

（ イ） その他のヒスタミ ン制御要因について(調査3) 

[仮説］  

調査 1、 2 でヒスタミ ン生成を制御する要因を明確にすることができなかった。 また、 管内において

空調設備がなく 、海水を使用する事業所が多いなか、ヒスタミ ン食中毒が発生していないことから、そ

の他の要因があると考えた。  

そこで、魚体表面ではなく 、直接筋肉にヒスタミ ン産生菌が付着し、ヒスチジンが反応する状況であ

れば、ヒスタミ ンが生成されやすいと考え、「 傷のある魚はヒスタミ ン生成リスクが高い」 という仮説を

立てた。  

図2 調査1の製造工程

表2 調査1の測定結果 

図3 調査2の製造工程

表3 調査2 の測定結果
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[方法（ 調査3） ] 

③図4のとおり行った。購入したマアジの皮膚に傷をいれたもの（ 検体 ）、傷をつけていないもの（ 検

④体 ） を海水に浸し、 製造した干物のヒスタミ ン濃度を測定した。  

[結果（ 調査3） ] 

結果を表4に示す。 ヒスタミ ン産生菌が直接筋肉に付着する環境

を想定して調査を行ったところ、 傷をつけたマアジにおいてヒスタ

ミ ンが多く 検出された。  

 ４  考察 

調査1の結果では、外部温度が高い環境下であっても、保冷剤の保冷効果が残っている状態では水温

の上昇がわずかであったことから、魚を冷やすための氷が残っているか否かは、温度管理の指標とする

ことができるのではないかと考えられた。  

調査2および3の結果では、傷をつけていない魚からヒスタミ ンが検出されず、傷をつけた魚で多く

のヒスタミ ンが検出された。  

管内の施設の多く は、 凍らせた魚の解凍や塩漬に海水を使用しており、 原料の魚は細菌に汚染され、

ヒスタミ ンが生成されやすい状況である。  

製造中の魚は水道水や飲用に適する水でよく 洗浄し、手指や海水などの外部からの細菌汚染を防止す

るとともに、加工前に魚体の傷の有無等を十分に確認し、選別することがヒスタミ ン食中毒を防止する

ために有効であると示唆された。  

５  まとめ 

多く の干物製造施設は新たに食品営業許可を取得し、 HACCPに沿った衛生管理を行う必要があり、 そ

の衛生管理計画にはヒスタミ ンを制御するための取扱い事項が必須である。  

管内で製造される干物はヒスチジンを多く 含む赤身魚を原料としているものが多く 、干物製造工程中

の製造時の衛生管理が適切に行われなければ、干物内にヒスタミンが生成される可能性が高い。ヒスタ

ミ ンを多く 含む食品を摂取した場合、 数分から 30 分程度で顔面、 特に口の周りや耳たぶが紅潮し、 頭

痛、 じんま疹、 発熱などのアレルギー様の症状を呈す。  

一般的に食中毒を引き起こすとされるヒスタミ ン濃度は100mg／100g（ 1, 000ppm） であるが、Codex 委

員会はマグロ、 イワシ等の急速冷凍水産加工品の衛生及び取扱基準として 200mg／kg（ 200ppm） を超え

ないこと、 と設定しており、 食品中のヒスタミ ンを制御する際の目安とされる。  

今回の調査では、製造工程の温度管理の他に、魚体をよく 洗浄することや選別することによってヒス

タミ ンを制御できる可能性が示唆された。事業者が独自に行っていた衛生管理を客観的事実とともに見

える化し、ヒスタミ ンの生成を防ぐ重要管理点を設定した衛生管理計画を策定することで、地域の味を

残しつつ安全な食品を提供できるのではないかと考える。  

また、 施設へ聞き取りを行う中で、「 干物は加熱して食べるため干物を原因とした食中毒発生の可能

性は低い」 と考えている事業者もあり、 事業者のヒスタミ ンに関する知識を深める必要性を認識した。 

図4 調査3の製造工程

表4 調査3の測定結果
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以上のことから、干物製造施設でヒスタミ ン食中毒を防止するためのHACCPに沿った衛生管理の監視

指導事項として以下のようにまとめた(表 5)。 併せて、 重要管理点を記載した啓発リーフレット を作成

した。 今後行う干物製造施設を対象とした講習会や立入調査時の指導に活用していきたい。  

参考文献 

1)食品安全委員会 ファクト シート   

2)社団法人大日本水産会、 ヒスタミ ン食中毒防止マニュアル  

3)百武兼道ら、 水産加工食品製造施設におけるヒスタミ ン食中毒対策について、 平成 24 年度大分県食

品衛生監視員研修会研究発表抄録 

4)山本省吾・ 山﨑浩司、水産物におけるヒスタミ ン食中毒とヒスタミ ン生成菌、日本食品微生物学会雑

誌36(2) , 75-83, 2019 

表5 確認事項及び監視指導ポイント

監視指導ポイント

施設で使用している水は何か

地下水、海水はどの工程で使用し

ているか

地下水、海水は消毒や殺菌をして

いるか
はい いいえ

消毒方法を確認し、殺菌海水は腸炎ビブ

リオ陰性を確認する

原材料の仕入れ先の衛生状況

(温度管理等)を把握しているか
はい いいえ

温度管理や管理方法を確認し、適切なと

ころから仕入れる

仕入れ時の状態 なるべく速やかに低温へ保管する

魚体の傷を確認しているか はい いいえ 傷がある魚は使用しない

室内温度 室内温度を把握し、作業工程を工夫する

解凍後の魚の状態の確認方法が

あるか
はい いいえ

客観的指標があるか確認し、衛生管理計

画に記載する

解凍後の魚の洗浄があるか はい いいえ
魚は水道水(飲用適の水)で十分に洗浄

する

洗浄に使用している水の水質検

査は行っているか(水道水以外)
はい いいえ

水質検査の頻度を衛生管理計画に記載

する

塩漬終了時の水温の確認方法が

あるか
はい いいえ

客観的指標(水温、氷の有無)があるか確

認し、衛生管理計画に記載する

確認事項

水道水　　　地下水　　　海水　

常温　　　冷蔵(氷冷)　　冷凍　

℃　　　　　　

解凍・洗浄・加工・塩漬・釜ゆで
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大分県食品衛生指導基準 

    この指導基準は、食品による危害の発生を未然に防止するため、食品衛生法に規格基準のない食品

の細菌学的基準について衛生管理のための指標を定め、食品の製造・加工、流通、販売における食品

営業者の自主的衛生管理及び行政の科学的食品衛生指導の推進を図ることを目的とする。 

大分類 中分類  小分類（例） 細 菌 数

(個／ｇ) 

大腸菌  大腸菌群 黄色ブドウ

球菌 

クロストリジウ

ム属菌 

腸炎ビブリオ 

生食用鮮魚介類 刺身類、生食用むき身貝類 10 万以下      

真空パック食品 

(ﾚﾄﾙﾄﾊﾟｳﾁを除く) 

真空パック後加熱食品 1,000 以下    陰性(×10)  

真空パック前加熱食品 1 万以下    陰性(×10)  

調理ごはん類 おにぎり、寿司類 10 万以下 陰性  陰性   

調理ごはん 1 万以下 陰性  陰性   

調理パン類 

 

サンドイッチ類 サンドイッチ 10 万以下 陰性  陰性   

加熱調理パン類 カレーパン 1 万以下 陰性  陰性   

スライスハム 店内でスライスしたハム 10 万以下 陰性  陰性   

そうざい類 未加熱のそうざい 生野菜サラダ類 100 万以下 陰性  陰性   

上記以外のサラ

ダ、あえ物 

10 万以下 陰性  陰性   

加熱調理そうざい 卵焼き 1 万以下 陰性  陰性   

豆腐 1 万以下 陰性  陰性   

漬物 浅漬  陰性    陰性 

洋生菓子  1 万以下  陰性 ※1 陰性   

生めん類 生めん 30 万以下 陰性  陰性   

ゆでめん 1 万以下  陰性 陰性   

具等（加熱処理） 1 万以下 陰性  陰性   

具等（未加熱） 30 万以下      

 

 

 

 

 

 

判 定 判定基準 

適 合 すべての検査項目が基準値に適合 

要注意 細菌数が基準値を超えた場合 

不 良※ 

(1) 細菌数が基準の 10 倍を超えた場合  

(2) 大腸菌または大腸菌群陽性 

(3) 黄色ブドウ球菌陽性 

(4) クロストリジウム属菌陽性 

(5) 腸炎ビブリオ陽性 

※いずれか一つでも該当する場合、不良と判定する。 

また、要注意と不良の判定基準が重複した場合は不良と判定する。 
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R5.10.31現在
検査数 60
ヒスタミン検出数 2

（検出内訳）
ヒスタミン濃度

（μg/g）
品名 魚種 保存条件

製造所
市町村

賞味期限 検査日
買い上げ

HC

検体① 52.8 ごまめ かたくちいわし
店頭：冷蔵

（表示：冷凍）
杵築市 9月5日 8月2日 東部

検体② 10.7 あじ生みりん あじ 冷凍 佐伯市 10月15日 9月27日 南部

（全体内訳） 種類 魚種 保管温度
60検体 件数 件数 件数

干物 29 あじ 19 常温 5
ちりめん 12 さば 5 冷蔵 20

いりこ 8
いわし・
かたくちいわし

17 冷凍 35

その他 11 ちりめん 12
その他 7

指導基準策定のためのヒスタミン検査結果について（速報）
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大分県食品偽装表示対策チーム設置要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、食品偽装表示が疑われる事案に対し、迅速かつ的確に処理するため設置する食品

偽装表示対策チームに関し、必要な事項を定める。 
 
（編成及び調査担当区域） 
第２条 食品偽装表示対策チームは、食品表示関係法を所管する別表に定める機関の職員で編成する。 
（１）立入調査チームは、当該事案が発生した管轄区域の関係機関の職員で編成する。 
（２）広範な事案など支援が必要な場合は、事案発生区域外の職員をもって支援チームを編成する。 
（３）調査の対象区域 

                        法    律      調査対象区域 
食品衛生法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律、 
食品表示法（衛生事項） 

各保健所（部）及び大分市保健所
の管轄区域 

 
農林物資の規格化等に関する法律（県域業者）、 
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝
達に関する法律（県域業者）、食品表示法（品質事項） 

各振興局管轄区域 
 
 

健康増進法、不当景品類及び不当表示防止法、計量法、
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する
特別措置法、農林物資の規格化等に関する法律（広域
業者）、食品表示法（保健事項） 

 
    県内 

 

 
（業務） 
第３条  食品偽装表示対策チームは、次の各号に規定する業務を行うものとする。 
（１）食品偽装表示に関わる情報の共有化と調査方法等の研修を行う。 
（２）食品偽装表示が疑われる事案について、迅速に情報収集・分析、調査方針の決定及び調査活 
  動を行う。 
（３）食品偽装表示に関する事案について、関係各課へ報告するとともに、食の安全確保・食育推 
  進本部食の安全確保推進幹事長あて報告する。 

 
（指揮監督） 
第４条 食品偽装表示対策チームの指揮監督は、食の安全確保・食育推進本部食の安全確保推進幹事長

とする。 
 
（支援チームの派遣） 
第５条 支援チームは、食の安全確保・食育推進本部食の安全確保推進幹事長の指示により派遣する。 
 
（事務局） 
第６条 食品偽装表示対策チームに関する事務は、食の安全確保・食育推進本部事務局食品・生活衛生

課が行う。 
 （１）事務局は、食品偽装表示対策チームの編成、研修、情報収集及び連絡調整を行う。 
 （２）国及び大分市の所管事務について、関係機関との調整を行う。 

 
（その他） 
第７条  この要綱に定めるもののほか、業務の実施に関し必要な事項は別に定めるものとする。 
 
   附則 この要綱は、平成２０年４月３０日から施行する。 
      この要綱は、平成２６年４月１５日から一部改正する。 
      この要綱は、平成２７年５月 １日から一部改正する。 
            この要綱は、平成２８年４月 １日から一部改正する。 
      この要綱は、平成２９年４月 １日から一部改正する。 
      この要綱は、平成３１年４月２６日から一部改正する。 

この要綱は、令和 ３年４月 １日から一部改正する。
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大分県食品偽装表示対策チームの構成 
部 局 等 担当部・課 備考（関係法令) 

福祉保健部 
 
 
 
 

薬務室 
 
 

医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律 

 
健康づくり支援課 

 
健康増進法、食品表示法（保健事項） 

生活環境部 
 
 

県民生活・男女共同参画課 不当景品類及び不当表示防止法 
食品･生活衛生課 

 
食品衛生法、食品表示法（衛生事項） 

東部保健所 衛生課  
食品衛生法 
医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律 

  食品表示法（衛生事項） 
 
 
 
 

東部保健所国東保健部 健康安全･衛生課 
中部保健所 衛生課 
中部保健所由布保健部 健康安全･衛生課 
南部保健所 衛生課 
豊肥保健所 衛生課 
西部保健所 衛生課 
北部保健所 衛生課 
北部保健所豊後高田保健部 健康安全･衛生課 
 
 
 
 
農林水産部 

 
 
 
 
 

水田畑地化・集落営農課 
 
 
 
 

米穀等の取引等に係る情報の記録
及び産地情報の伝達に関する法律
（米トレーサビリティー法） 
農林物資の規格化等に関する法律
（ＪＡＳ法） 
食品表示法（品質事項、県域）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域農業振興課 
 
畜産振興課 
林産振興室 
漁業管理課 

東部振興局 農山漁村振興部 
 中部振興局   農山漁村振興部 
  南部振興局   農山漁村振興部 

豊肥振興局 農山村振興部 
西部振興局 農山村振興部 
北部振興局 農山漁村振興部 

産業科学技術センター 計量検定担当 計量法 
警察本部生活安全部   

 
 
九州農政局大分県拠点 

 
 
 
 
 

 
 
消費・安全チーム 

 
 
 
 
 

農林物資の規格化等に関する法律 
 
食品表示法（品質事項、広域）   

 
牛の個体識別のための情報の管理
及び伝達に関する特別措置法 
米穀等の取引等に係る情報の記録
及び産地情報の伝達に関する法律 

大分市保健所 
 
 
 

衛生課 
 

食品衛生法、食品表示法（衛生事項） 

  健康課 
 

  健康増進法、食品表示法（保健事項） 

大分市 商工労政課 計量法 
 

生活環境部 食品･生活衛生課 事務局 
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○県庁 ○大分市保健所 ○九州農政局

　　健康づくり支援課 　　　大分県拠点

　　薬務室 ○商工労政課

　　食品・生活衛生課

　　県民生活・男女共同参画課

　　水田畑地化・集落営農課　

　　地域農業振興課

　　畜産振興課

　　林産振興室

　　漁業管理課

○県警本部

○産業科学技術センター

○振興局

○保健所

○チーム会議
　　情報の共有化

○研修会
　　基本知識の習得

食品偽装表示対策チーム体制図 （H20.5.21設置）

食品偽装表示対策チームの結成

・食品表示関係機関の担当者で構成
・疑義事案発生時に調査を実施
・保健所管内ごとに定期的な合同立入調査を実施

県 大分市 国

表示の疑義発生時

対応・処理

各地区ごとに定期的な

合同立入調査を実施

関係機関による調査
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令和５年度食品表示合同立入調査実施要領 
 
 
１ 目的 

県内の食品取扱施設における食品表示の適正化を図ることを目的に、食品表示法、

健康増進法、不当景品類及び不当表示防止法（以下「景品表示法」という。）及び米

穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（以下「米トレーサ

ビリティ法」という。）等を所管する大分県食品偽装表示対策チーム構成機関が食品

表示合同立入調査を実施する。 
 
２ 調査実施機関 

調査実施機関は、県保健所（保健部含む）、大分市保健所、振興局及び県民生活・

男女共同参画課等とする。 
なお、立入調査の日程等の調整は、県保健所（保健部含む）及び大分市保健所の衛

生課が行う。 
 
３ 調査期日 
   原則として、６月・８月・１０月・１２月に実施する。 
 
４ 実施計画の提出 

県保健所（保健部含む）及び大分市保健所の衛生課は、管内の調査実施機関と協議

し、立入調査の実施計画（日程、施設等）についてとりまとめ、別記様式１により食

の安全確保・食育推進本部食の安全確保推進幹事長（事務局：食品・生活衛生課）あ

て提出する。 
 
５ 調査方法 
 １）調査対象施設 

調査実施機関が協議し、各関係法令に基づいて立入調査店舗等を選出する。 
 ２）調査内容 

各調査実施機関が所管する法令等に基づき、以下の項目を含めそれぞれ食品の表

示を調査する。 
 ３）不適正表示等に対する指導 

調査において不適正な表示等が判明した場合、ただちに現場で改善指導を行う。 
なお、悪質な違反が疑われる事例等が発見された場合は、各法を所管する担当課

室との連携の下、別途調査を実施し改善指導等の対応を行う。 
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６ 調査結果の報告 
 １）報告様式 
  （１）調査結果報告書 

各調査実施機関は以下の報告様式に調査結果を記録し、食品表示法、健康増進法及

び米トレーサビリティ法に基づく調査結果は、振興局あて提出するものとする。 
     ・調査実施施設等 別記様式２ 

・食品表示法（衛生事項） 別記様式３－１、別記様式３－２ 
     ・食品表示法（品質事項） 別記様式３－１、別記様式３－３ 
     ・食品表示法（保健事項） 別記様式３－１、別記様式３－４ 

・健康増進法   別記様式４ 
     ・景品表示法   別記様式５ 
     ・米トレーサビリティ法 別記様式６ 
        ・「おおいた和牛」｢おおいた豊後牛｣取扱状況調査 別紙様式 
 
 （２）不適正事例の確認状況 

食品表示法については、不適正事項を修正したことを確認するか、確認予定時期を

報告する。 
 
 ２）報告方法 
（１）調査実施施設等実施結果書及び食品表示法、健康増進法及び米トレーサビリティ 

法に基づく調査結果は、振興局が取りまとめ、食の安全確保・食育推進本部食の安 
全確保推進幹事長（事務局：食品・生活衛生課）あて報告する。 

（２）大分市の調査結果は、各調査実施機関からそれぞれ報告する。 
（３）景品表示法の調査結果は、県民生活・男女共同参画課から報告する。 
（４）「おおいた和牛」｢おおいた豊後牛｣取扱状況調査結果は、振興局から畜産振興課

へ報告する。 
 
７ その他 
 １）景品表示法に基づく調査 

県民生活・男女共同参画課による景品表示法に基づく調査は、大分市及び別府市

のみ実施する。 
 ２）「おおいた和牛」｢おおいた豊後牛｣取扱状況調査 

別添の「おおいた和牛」｢おおいた豊後牛｣取扱状況調査の実施について（畜産振興

課）により調査を行うものとする。 
 ３）立入調査結果の取扱い 

立入調査の計画及び結果等については、公表するものとする。 
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（１）合同立入調査施設数

第１回 第２回 第３回 第４回 第１回 第２回 第３回 第４回

（6月） （8月） （10月） （12月） （6月） （8月） （10月） （12月）

衛生事項 26 47 62 78 213 70 25 66 68 229

品質事項 21 55 46 65 187 70 29 69 65 233

保健事項 16 45 54 63 178 59 13 51 54 177

健康増進法 5 19 20 20 64 22 7 20 25 74

景品表示法 0 2 0 3 5 1 0 1 3 5

米トレサ法 4 12 14 14 44 14 7 13 14 48

計 72 180 196 243 691 236 81 220 229 766

（２）調査食品件数

第１回 第２回 第３回 第４回 第１回 第２回 第３回 第４回

（6月） （8月） （10月） （12月） （6月） （8月） （10月） （12月）

衛生事項 432 799 625 1,243 3,099 535 255 514 695 1,999

品質事項 150 473 685 1,284 2,592 981 390 730 1,253 3,354

保健事項 281 715 1,136 1,109 3,241 979 397 737 661 2,774

健康増進法 34 592 867 1,225 2,718 919 397 737 661 2,714

景品表示法 0 0 0 270 270 150 0 120 195 465

米トレサ法 34 63 57 75 229 236 238 47 287 808

計 931 2,642 3,370 5,206 12,149 3,800 1,677 2,885 3,752 12,114

（３）不適正表示食品件数

第１回 第２回 第３回 第４回 第１回 第２回 第３回 第４回

（6月） （8月） （10月） （12月） （6月） （8月） （10月） （12月）

衛生事項 15 217 43 107 382 56 19 34 67 176

品質事項 7 88 47 37 179 106 40 71 93 310

保健事項 23 30 39 58 150 22 44 73 34 173

健康増進法 3 6 8 15 32 5 2 3 9 19

景品表示法 0 0 0 6 6 3 0 1 4 8

米トレサ法 1 2 4 3 10 14 0 3 10 27

計 49 343 141 226 759 206 105 185 217 713

　
            回

法令

R3年度

計

R4年度

計 計

　
            回

法令

R3年度 R4年度

計

 Ⅶ－４  食品表示合同立入調査の結果

　
            回

法令

R3年度 R4年度

計 計
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※関係幹事・機関へ対応依頼、連絡調整 

 

幹事長 
（生活環境部審議監） 

 

食の安全確保・食育推進本部

事務局（食品・生活衛生課） 

報告 

指示 

※アイネスで対応可能な問い合わせはその場で回答する。 

 

県 民 
食品表示に関する通報・相談、その他 

 

食品表示１１０番受付窓口 
（消費生活・男女共同参画プラザ 略称：アイネス） 

Ⅶ－２ 食品表示に関する情報の事務処理フロー 

調

査

依

頼 

 
 

 
 

薬務室 

 
 

産業科学技術センター

計量検定担当 

 

 
 

 

 

 
 

 

大分市以外： 

食品・生活 

衛生課 

健康づくり 

支援課 

【地方機関】 

各保健所 

大分市： 

大分市保健所 

 

食品表示法
(衛生、保健事

項) 

 
 
県域業者分： 

地域農業振興課 

（農産物〔野菜,果実,茶等〕） 

水田畑地化・集落営農課 

（米,麦,大豆等） 

畜産振興課（肉類及び卵等） 

漁業管理課（水産物等） 

林産振興室（椎茸等） 

【地方機関】 各振興局 

広域業者分： 

九州農政局大分県拠点 

 

食品表示法（品質事項） 
 
 

 
 
 

県 民 生 活 ・ 男

女共同参画課 

 

 

景品 

表示法 

 
 

 
 
健康づくり 

支援課 

【地方機関】 

各保健所 
 

 

健康 

増進法 

 

医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律 

 

計量法  

その他 

表示関係法 

 

関係機関による 

対応協議 
 

 

情報提供者への回答 

 

 

食の安全確保・食育推進本部事務局へ報告 
 

 

各法に基づく対応（指導・指示等） 

 

 

調査の実施 

 

 

各保健所 

各振興局 
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１ 食品表示１１０番等 受付数  

3 件

9 件

0 件 ２ 内 訳

3 件 品目別

2 件 農産物 2
17 件 生鮮食品 畜産物 3

水産物 0
月別受付数 加工品 6

４月 0 件 １０月 2 件 その他 6
５月 0 件 １１月 0 件

６月 0 件 １２月 2 件

７月 1 件 １月 5 件 内容別

８月 0 件 ２月 4 件 9
９月 2 件 ３月 1 件 0

2
0

保健所 0 件 1
振興局 0 件 5

0 件

0 件

0 件

その他

Ⅶー３ 令和４年度「食品表示１１０番等」の受付状況（3月末現在）

アイネス

九州農政局大分県拠点

地域農業推進課

食品・生活衛生課

合   計

合   計

原産地に関すること

品質に関すること

合計   17  件 期限表示に関すること

うち立入調査を行った事案 原材料に関すること

単独調
査

内容量に関すること

その他

その他

合同調査等
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【食中毒発生状況】 
                                 令和５年１２月１１日（月） 

大分県   令和５年 
No 発生場所 発生月日 摂食者数 患者数 死者 病因物質 原因食品 原因施設 

1 大分市 2/25 13 8 0 
クドア・セプテンプ

ンクタータ 

ヒラメの刺身 

（推定） 
飲食店（一般） 

2 九重町 3/1 8 8 0 ノロウイルス 飲食店提供料理 飲食店（旅館） 

3 豊後大野市 3/27 4 2 0 
カンピロバクター・ジ

ェジュニ 
飲食店提供料理 飲食店（一般） 

4 別府市 4/22 3 3 0 
カンピロバクター・ジ

ェジュニ 
飲食店提供料理 飲食店（一般） 

5 国東市 5/20 50 25 0 ノロウイルス 弁当 飲食店（旅館） 

6 佐伯市 5/30 3 1 0 アニサキス イワシの酢漬け 家庭 

7 中津市 7/6 16 9 0 黄色ブドウ球菌 
給食 

（三色そぼろ丼） 
介護福祉施設 

8 杵築市 9/17 59 27 0 
クドア・セプテンプン

クタータ 

ヒラメの刺身 

（推定） 
飲食店（旅館） 

9 別府市 10/12 2 1 0 アニサキス 
しめさばの寿司 

（推定） 
飲食店（寿司） 

10 大分市 10/22 11* 5* 0 腸管出血性大腸菌O157 
飲食店提供料理

(推定） 
飲食店（一般） 

11 中津市 12/5 2* 2* 0 
カンピロバクター・ジ

ェジュニ 
飲食店提供料理 飲食店（一般） 

計   171 91 0    

     ＊調査中   
大分県   令和４年 
No 発生場所 発生月日 摂食者数 患者数 死者 病因物質 原因食品 原因施設 

1 大分市 1/21 414 309 0 ノロウイルス 飲食店提供料理 飲食店（弁当） 

2 由布市 2/8 255 54 0 ウエルシュ菌 弁当 飲食店（一般） 

3 臼杵市 4/22 13 4 0 
クドア・セプテンプ

ンクタータ 
ヒラメ 飲食店（一般） 

4 大分市 5/1 15 8 0 
クドア・セプテンプ

ンクタータ 
ヒラメ 飲食店（一般） 

5 杵築市 7/26 3 1 0 アニサキス しめさば 魚介類販売業 

6 国東市 8/19 1 1 0 アニサキス サバの刺身 魚介類販売業 

7 大分市 9/12 3 1 0 アニサキス 
鮭の切り身 

（推定） 
家庭 

8 臼杵市 9/21 2 1 0 アニサキス アジの刺身 魚介類販売業 

9 臼杵市 9/29 13 13 0 植物性自然毒 クワズイモ 
野菜果物 

販売業 

計   719 392 0    

【大分県の食中毒発生状況】 

令和 ３年： ４（０）件、患者数 ２０（  ０）人、死亡者 ０人 

令和 ２年： ５（０）件、患者数 ７２（  ０）人、死亡者 ０人 

令和 元年： ６（４）件、患者数１２６（１０２）人、死亡者 ０人 

平成３０年：２１（６）件、患者数３１６（ ８４）人、死亡者 ０人 

平成２９年：１２（４）件、患者数２０６（ ９１）人、死亡者 ０人 

（ ）は大分市分再掲 

 

【全国の食中毒発生状況】 

令和 ４年：   ９６２件、患者数 ６,８５６人、死亡者 ５人 

令和 ３年：  ７１７件、患者数１１,０８０人、死亡者 ２人 

令和 ２年：  ８８７件、患者数１４,６１３人、死亡者 ３人 

令和 元年：１,０６１件、患者数１３,０１８人、死亡者 ４人 

平成３０年：１,３３０件、患者数１７,２８２人、死亡者 ３人 

平成２９年：１,０１４件、患者数１６,４６４人、死亡者  ３人 
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（ 別紙1）

市内で製造された弁当による食中毒にかかる行政処分の解除について

９月23日に八戸市保健所において食中毒と断定し、 営業禁止処分とした株式会社吉田

屋（ 以下「 当該営業者」 という。 ） について、 本日、 当該行政処分を解除したのでお知ら

せします。

１ 経過

（ １） 当該営業者から衛生改善報告書の提出 10月30日

（ ２） 市保健所の立入検査による改善確認 11月 １日

（ ３） 営業禁止処分の解除 11月 ４日

２ 主な改善内容
推定される原因 改善内容

製

造

施

設

内

委託製造した米飯について、 検収手順及び受

入れ基準を定めていなかったことから、 注文

時の指示書より高い温度の米飯を受け入れ、

米飯冷却までに原因菌が増殖した可能性があ

る。

・ 委託製造した米飯の受入れ手順、 検収項目

を新たに定め、 受入れ時に基準を満たしてい

ない場合の対応を定めた。

委託製造した米飯が配送された外箱（ 発砲ス

チロール製） について、 殺菌等の措置をせず

に、 盛り付け室に搬入したことから、 米飯、

具材等に原因菌が付着した可能性がある。

・ 委託製造した米飯の納入、 受入れ、 移し替

え等に関する手順を作成した。

・ 米飯を含む全ての食材について、 盛り付け

室に搬入する際は外箱を殺菌し、 衛生的な自

社専用容器に移し替えて使用することとし

た。

自社炊飯分の米飯冷却に加え、 予定にない、

委託製造した米飯の移し替えや冷却が同時に

行われたが、 その製造記録が残されておら

ず、 手指の消毒、 手袋交換等のタイミ ングや

方法が適切に行われず、 原因菌が付着した可

能性がある。

・ 基準を満たしていない場合の対応手順を定

めた。

・ イレギュラー発生時においても手袋交換等

の衛生管理を確実に実施できるよう、 作業時

間中の確認・ 指導を行う輪番制の担当を新た

に設置した。

・ 過剰な受注を防止するための手順を定め、

可能な限りイレギュラーが発生しない体制と

した。

臨時従業員に対して衛生教育や体調・ 手指の

傷等健康状態の確認を行ったが、 これらの記

録が残されておらず、 通常当該施設で実施さ

れている衛生的な取扱いや健康管理が徹底さ

れず、 原因菌が付着した可能性がある。

・ 臨時従業員を含む全従業員に対する検査を

実施し、 結果を踏まえた人員配置をすること

とした。

・ 臨時従業員に対する衛生指導の内容を充実

し、 指導内容の記録を残すこととした。

・ 臨時従業員も他の従業員と同様、 日々 の健

康管理を記録に残すこととした。

そ

の

他

回収について、 当該営業者からの連絡が一部

の販売店まで届かず、 16日製造分の一部が販

売され、 食中毒患者が確認された。 回収に関

する連絡が確実に販売店まで届く よう、 予め

定めていなかった。

・ 回収手順を見直し、 製造前に各商社及び各

販売店までの連絡網を作成し、 休日について

も確実に連絡が取れるようにした。
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（別紙2）

患者所在地

北海道 11

青森県 7

岩手県 4

宮城県 37(+2)

山形県 4

福島県 54(+1)

茨城県 10

群馬県 1

埼玉県 62(+6)

千葉県 17(+2)

東京都 53(+4)

神奈川県 18(+3)

長野県 1

静岡県 123(+1)

愛知県 2

三重県 1

大阪府 1

兵庫県 5

島根県 14(+1)

岡山県 3(+1)

広島県 53(+6)

山口県 12(+2)

徳島県 2

香川県 1

福岡県 32(+1)

佐賀県 9

長崎県 1

熊本県 13(+3)

大分県 3

合　計 554(+33)

患者数（人）

都道府県別患者数一覧

（11月3日 現在）
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MLVA（ムルヴァ・Multilocus variable-number tandem-repeat analysis ）法 
 
・菌株が同じか違うかを遺伝子レベルで調べる分子疫学解析手法の一つ。腸管出血性大腸菌

O157 など、多くの細菌に対して使われている。 
 
・細菌のゲノムにある塩基配列の短い繰り返し構造（リピート）に着目した方法。 

例：・・・・・GATATC GATATC GATATC・・・・・・ 
この場合、GATATC という 6 塩基のリピート単位が 3 回繰り返しあるが、ゲノムには

このようなリピートが複数個所ある。菌が増える時、リピートの伸び縮みが生じるので、リ

ピート数の違いから菌株が同じか違うかを調べる。 
例：3 回から → ［菌が増える］→ 2 回になったり、4 回になったりする。 
 
 
 
 
 

 
【MLVA 法の活用】 
遺伝子解析により得られたパターンが近いほど、菌同士の由来が近い。食中毒などの事件

では、同じメニューの品を食べた患者から同じパターンを持つ菌が採れる。また、原因施設

で使われていた食品からも同じパターンを持つ菌が取れることがある。こうして関係した

人や物から同じパターンの菌が採れ、感染源特定につながる。 
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　なお、試食を提供するに当たっては、保健所への届出が必要な場合があるので、
最寄りの保健所に相談すること。



地 農 第 ２ ０ ０ ８ 号 
令 和５年 １２月 ６日 

 
各 振 興 局    殿 

（企画・農政(･就農)班 気付） 
 

地域農業振興課  
 
 

観光農園等における農産物の適切な取扱いについて 
 

今般、観光農園で提供された試食の農産物を原因とする、腸管出血性大腸菌 O157 による
食中毒事件が発生し、別添のとおり九州農政局から注意喚起の通知がありました。 

農産物（特にそのまま食べられるもの）については、出荷時や提供時の衛生状態が消費者
の健康に影響する可能性が高くなります。 

ついては、下記の内容や別添資料（野菜の衛生管理指針）を参考に栽培時における衛生管
理や消費者に提供する際の衛生管理を徹底するよう普及指導員や生産者及び農場管理者等に
周知をお願いします。 
 

記 
 

生産者及び農場管理者等は、収穫後の農産物の加工、包装、販売を行う場合には、有
害微生物による汚染が発生する可能性を低減するため、以下の点等に留意して衛生管理
を徹底すること。 
１. 従業員に対し、石けんでの手洗いや、必要に応じ使い捨て手袋や消毒剤を使用させ

る等、農産物やその加工品に触れる手を清潔に保つとともに、清潔な作業着を着用
させること。 

２. 使い捨ての食器の使用等、清潔な器具、容器等を使用すること。 
３. 農産物やその加工品を適切な温度に保つこと。 
４. 感染症が疑われるような体調不良の者を、農産物を取り扱う作業に従事させないこ

と。 
 
 

地域農業振興課 安全農業班 
担当：主査 小池 明仁 
電話 097-506-3661 
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別紙 
 
 
(1) 食中毒事件の概要 

茨城県久慈郡大子町の観光果樹園において試食のりんごを喫食した４７名のうち、１２
名が腹痛、下痢等の食中毒様症状を呈し、１２名が医療機関を受診していることが判明。 

当該施設の従業員から腸管出血性大腸菌 O157 が検出され、食中毒患者の O157 と一致
したことから、従業員から試食用農産物を介した食中毒と判断されています。 

 
(2) 原因となった食品 

施設で提供された試食用のりんご 
 
(3) 病因物質 

腸管出血性大腸菌 O157 
 
(4) 摂食者数  ４７名 

 
(5) 患 者 数  １２名（10 歳未満 80 歳代） 

※11/29 現在で 3 名が入院中 
 

(6) 主 症 状  腹痛、下痢、血便等 
 

※ネットニュース等で記事が出ていますので、そちらを参照してください。 
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